
処分庁　　大　阪　府

大阪府知事（１）第63133号　令和３年11月18日

主たる事務所の所在地 豊中市

　処　分　等　の　理　由

　令和７年11月17日付け建振第1042－66号より計４回にわたる法第72条第１項の規定による報
告命令に対し報告をしなかった。
　このことは、法第65条第２項第４号に該当する。

処 分 の 種 類
業務停止処分（15日間）
業務停止期間：令和８年４月24日～同年５月８日

処 分 年 月 日 令和8年4月16日

商 号 又 は 名 称
株式会社ＧＲＡＮＤＳＬＡＭ
（法人番号6120901045051）

代 表 者 吉本　誠

免許証番号及び免許年月日


